
 令  和  7  年  4  月  定  例  舞  鶴  市  教  育  委  員  会  会  議  録 

 開  会  日  時  令  和  7  年  4  月  28  日  （月)  　  午  後  2  時  ～  午  後  2  時  33  分 

 場  　  所  市  役  所  別  館  　  ４  １  ３  会  議  室 

 出  席  委  員  廣  瀬  教  育  長  　  内  藤  委  員  　  稗  田  委  員  　  西  谷  委  員 

 欠  席  委  員  四  方  委  員  　  小  川  委  員  　 

 事  務  局  職  員  山  下  指  導  理  事 

 松  岡  教  育  振  興  部  長  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　 

 後  教  育  未  来  課  長 

 日  下  部  学  校  教  育  課  長  　  　  　  　  　  　  　  　  　 

 水  嶋  学  校  教  育  課  主  幹 

 守  屋  学  校  教  育  課  指  導  担  当  課  長 

 森  生  涯  学  習  部  次  長  兼  生  涯  学  習  推  進  課 

 南  教  育  総  務  課  長 

 川  北  教  育  総  務  課  総  務  係  長 

 傍  　  　  　  聴  3  名 

 1  　  開  会 

 教  育  長  開  会  を  宣  告 

 ２  　  令  和  7  年  3  月  定  例  教  育  委  員  会  会  議  録  　  承  認 

 教  育  長  　  会  議  録  を  会  議  に  諮  り、  全  員  承  認 

 ３  　  諸  報  告 

 (1)  　  教  育  長  報  告 

 　  事  務  局  か  ら  教  育  長  の  主  な  活  動  を  報  告 

 (2)  　  各  課  報  告 

 （教  育  総  務  課） 

 　  　  ①  行  事  予  定  に  つ  い  て 

 　  　  ②  寄  附  の  受  納  に  つ  い  て  (令  和  7  年  3  月) 

 　  　  ③  後  援  の  承  認  に  つ  い  て  （令  和  7  年  3  月） 
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 （学  校  教  育  課） 

 　  　  ①  行  事  予  定  に  つ  い  て 

 　  　  ②  教  育  支  援  セ  ン  ター  「明  日  葉」・  「い  じ  め  相  談  室」  の  3  月  の  通  級・  相  談  等  の  状  況  に  つ  い  て 

 ［質  問・  意  見］ 

 （稗  田  委  員） 

 　  教  育  支  援  セ  ン  ター  「明  日  葉」  の  終  了  式  で  は、  一  人  ひ  と  り  に  渡  さ  れ  る  終  了  証  に、  そ  れ  ぞ  れ  の  よ 

 い  と  こ  ろ  や  が  ん  ばっ  た  と  こ  ろ  が  書  か  れ  て  い  た  と  の  こ  と。  自  信  に  つ  な  が  り  次  に  繋  が  る  よ  い  終  了  式 

 で  あ  る  と  感  じ  た。 

 （守  屋  学  校  教  育  課  指  導  担  当  課  長） 

 　  終  了  証  は、  一  人  ひ  と  り  の  が  ん  ば  り  が  見  え  る  よ  う  に  し  た。  い  い  表  情  の  子  ど  も  た  ち  も  た  く  さ  ん  い 

 た。  こ  れ  か  ら  も  一  人  ひ  と  り  の  が  ん  ば  り  を  認  め  な  が  ら  取  り  組  ん  で  い  き  た  い。 

 （稗  田  委  員） 

 　  大  阪・  関  西  万  博  は、  舞  鶴  市  で  は  修  学  旅  行  な  ど  計  画  さ  れ  て  い  る  の  か。  わ  か  る  範  囲  で  教  え  て  い 

 た  だ  き  た  い。 

 （日  下  部  学  校  教  育  課  長） 

 　  現  在  の  各  学  校  の  計  画  状  況  は、  小  学  校  ５  年  生  は  野  外  活  動  で  全  小  学  校、  ６  年  生  は  修  学  旅  行  で 

 全  小  学  校、  中  学  校  2  年  生  は  全  中  学  校、  １  年  生・  ３  年  生  は  一  部  の  中  学  校  で  あ  る。 

 （稗  田  委  員） 

 　  国  際  交  流、  先  進  的  技  術  に  触  れ  ら  れ  る  滅  多  に  な  い  良  い  機  会。  休  憩  場  所  が  少  な  い、  下  見  が  少 

 な  い  な  ど  い  ろ  い  ろ  課  題  が  あ  る  と  さ  れ  て  い  る  が、  安  全  面  に  考  慮  し、  子  ど  も  た  ち  が  興  味  関  心  を  高 

 め  て  く  れ  る  機  会  と  な  る  よ  う  ご  指  導  お  願  い  し  た  い。 

 （内  藤  委  員） 

 　  教  育  支  援  セ  ン  ター  「明  日  葉」  に  つ  い  て、  昨  年  度  の  ま  と  め  や  新  年  度  始  まっ  て  の  状  況  な  ど  聞  か  せ 

 て  い  た  だ  き  た  い。 

 （守  屋  学  校  教  育  課  指  導  担  当  課  長） 

 　  新  年  度  に  入っ  て  も  引  き  続  き  通  い  た  い  と  い  う  子  ど  も  が  お  り、  保  護  者  面  談  も  行っ  て  い  る  と  こ  ろ。 

 通  級  に  つ  い  て  は、  す  で  に  少  し  ず  つ  通  い  始  め  て  い  る  子  ど  も  も  い  る。  本  格  的  に  は  ５  月  に  ス  ター  ト  す 

 る。  昨  年  度  の  状  況  か  ら  す  る  と、  明  日  葉  の  通  級  を  通  し  て  自  信  を  つ  け  て  い  き  た  い  と  い  う  子  ど  も  が 

 い  る  の  で  は  な  い  か。  職  員  が  変  わっ  た  の  で  信  頼  関  係  を  作  る  こ  と  か  ら  は  じ  め、  学  校  と  連  携  し  て  取 

 り  組  ん  で  い  き  た  い。 

 4  　  議  事 

 （教  育  長） 

 　  令  和  7  年  4  月  28  日  提  出  の  第  4  号  議  案  「専  決  処  理  の  承  認  を  求  め  る  こ  と  に  つ  い  て  （専  決  第  1  号） 

 舞  鶴  市  教  育  委  員  会  基  本  規  則  の  一  部  を  改  正  す  る  規  則  の  制  定  に  つ  い  て」、  事  務  局  か  ら  説  明  を  お 

 願  い  す  る。 

 （南  教  育  総  務  課  長） 

 　  舞  鶴  市  組  織  改  編  等  に  よ  り、  舞  鶴  市  教  育  委  員  会  基  本  規  則  の  一  部  を  改  正  す  る  に  あ  た  り、  急  施 
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 を  要  し  た  こ  と  か  ら、  舞  鶴  市  教  育  委  員  会  基  本  規  則  第  10  条  第  1  項  の  規  定  に  よ  り  専  決  処  理  し  た  の 

 で、  同  条  第  2  項  の  規  定  に  基  づ  き  委  員  会  に  報  告  し、  そ  の  承  認  を  求  め  る  も  の。 

 ［質  問・  意  見］ 

 　  な  し 

 （教  育  長） 

 　  第  4  号  議  案  を  会  議  に  諮  り、  全  員  異  議  無  く  承  認。 

 （教  育  長） 

 　  令  和  7  年  4  月  28  日  提  出  の  第  5  号  議  案  「専  決  処  理  の  承  認  を  求  め  る  こ  と  に  つ  い  て  （専  決  第  2  号） 

 教  育  長  の  権  限  に  属  す  る  事  務  の  一  部  を  舞  鶴  市  立  の  小  学  校  及  び  中  学  校  の  校  長  に  委  任  す  る  規  定 

 の  一  部  を  改  正  す  る  訓  令  の  制  定  に  つ  い  て」  及  び  第  6  号  議  案  「専  決  処  理  の  承  認  を  求  め  る  こ  と  に  つ 

 い  て  （専  決  第  3  号）  　  舞  鶴  市  立  学  校  共  同  学  校  事  務  室  運  営  規  程  の  一  部  を  改  正  す  る  訓  令  の  制  定 

 に  つ  い  て」  は、  改  正  の  根  拠  が  共  通  し  て  い  る  こ  と  か  ら  一  括  し  て  審  議  い  た  だ  き  た  い。  事  務  局  か  ら 

 説  明  を  お  願  い  す  る。 

 （南  教  育  総  務  課  長） 

 　  「職  員  の  給  与  等  に  関  す  る  条  例」  及  び  「京  都  府  教  育  委  員  会  の  事  務  処  理  の  特  例  に  関  す  る  条  例」 

 の  改  正  に  よ  り、  舞  鶴  市  立  学  校  共  同  学  校  事  務  室  運  営  規  程  の  一  部  を  改  正  す  る  に  あ  た  り、  急  施  を 

 要  し  た  こ  と  か  ら、  舞  鶴  市  教  育  委  員  会  基  本  規  則  第  10  条  第  1  項  の  規  定  に  よ  り  専  決  処  理  し  た  の  で、 

 同  条  第  2  項  の  規  定  に  基  づ  き  委  員  会  に  報  告  し、  そ  の  承  認  を  求  め  る  も  の。 

 ［質  問・  意  見］ 

 　  な  し 

 （教  育  長） 

 　  第  5  号  議  案  及  び  第  6  号  議  案  を  会  議  に  諮  り、  全  員  異  議  な  く  承  認。 

 （教  育  長） 

 　  令  和  7  年  4  月  28  日  提  出  の  第  7  号  議  案  「専  決  処  理  の  承  認  を  求  め  る  こ  と  に  つ  い  て  （専  決  第  4  号） 

 舞  鶴  市  立  の  小  学  校  及  び  中  学  校  に  勤  務  す  る  府  費  負  担  教  職  員  の  服  務  に  関  す  る  規  程  の  一  部  を  改 

 正  す  る  訓  令  の  制  定  に  つ  い  て」、  事  務  局  か  ら  説  明  を  お  願  い  す  る。 

 （水  嶋  学  校  教  育  課  主  幹） 

 　  小  学  校  及  び  中  学  校  の  教  職  員  に  係  る  特  別  休  暇  の  取  扱  い  を  変  更  す  る  た  め、  舞  鶴  市  立  の  小  学  校 

 及  び  中  学  校  に  勤  務  す  る  府  費  負  担  教  職  員  の  服  務  に  関  す  る  規  程  の  一  部  を  改  正  す  る  に  あ  た  り、  急 

 施  を  要  し  た  こ  と  か  ら、  舞  鶴  市  教  育  委  員  会  基  本  規  則  第  10  条  第  1  項  の  規  定  に  よ  り  専  決  処  理  し  た 

 の  で、  同  条  第  2  項  の  規  定  に  基  づ  き  委  員  会  に  報  告  し、  そ  の  承  認  を  求  め  る  も  の。 

 ［質  問・  意  見］ 

 　  な  し 

 （教  育  長） 

 　  第  7  号  議  案  を  会  議  に  諮  り、  全  員  異  議  な  く  承  認。 
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 （教  育  長） 

 　  令  和  7  年  4  月  28  日  提  出  の  第  8  号  議  案  「専  決  処  理  の  承  認  を  求  め  る  こ  と  に  つ  い  て  （専  決  第  5  号） 

 舞  鶴  市  教  育  委  員  会  事  務  局  職  員  の  人  事  異  動  に  つ  い  て」、  事  務  局  か  ら  説  明  を  お  願  い  す  る。 

 （南  教  育  総  務  課  長） 

 　  舞  鶴  市  教  育  委  員  会  事  務  局  職  員  の  人  事  異  動  発  令  を  行  う  に  あ  た  り、  急  施  を  要  し  た  こ  と  か  ら、  舞 

 鶴  市  教  育  委  員  会  基  本  規  則  第  10  条  第  1  項  の  規  定  に  よ  り  別  紙  の  と  お  り  専  決  処  理  し  た  の  で、  同  条 

 第  2  項  の  規  定  に  基  づ  き  こ  れ  を  委  員  会  に  報  告  し、  そ  の  承  認  を  求  め  る  も  の。 

 ［質  問・  意  見］ 

 　  な  し 

 （教  育  長） 

 　  第  8  号  議  案  を  会  議  に  諮  り、  全  員  異  議  な  く  承  認。 

 ５  　  そ  の  他 

 次  回  の  定  例  教  育  委  員  会  は、  5  月  20  日  (火）  午  後  2  時  か  ら  開  催  す  る  こ  と  を  確  認。 

 ６  　  閉  　  会 

 教  育  長  　  閉  会  を  宣  告 
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